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鳥インフルエンザ
　高病原性鳥インフルエンザについては、現在、国内複数箇所での発生が確認されていることから、栃木県の対応マ
ニュアルにより対応レベル３として、適切に対応しています。鳥インフルエンザウイルスは、通常の野鳥との接し方
では人には感染しないと考えられていますので、市民の皆様におかれましては、次の点に十分留意されるようお願い
します。なお、対応レベルは、次のとおり区分されています。

■死亡した野鳥を見つけたら
　死亡した野鳥は素手で触らないでください。野生動物は様々な雑菌類を保有していることがあります。野鳥などに素
手で触るような過度な接触は避けてください。死亡または衰弱した野鳥を発見した場合には下記までご連絡ください。
▶栃木県県北環境森林事務所環境企画課　　（２３）６３６３
▶休日及び夜間（栃木県県北環境森林事務所環境企画課）　　０８０（８７０６）１２１５
▶大田原市農林整備課林業振興係　　（２３）８１２６

■鳥インフルエンザウイルスの人への感染について
　鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人には感染しない
と考えられています。日常生活において、野鳥の排泄物などにふれた場合でも手洗いとうがいをしていただければ、
過度に心配する必要はありませんので、正確な情報に基づいて冷静な行動をお願いします。

■野鳥に餌をやらないでください
　野鳥に餌を与えることは、野鳥が多数集まり、生態系のバランスが崩れることにつながります。本来、野鳥が生き
ていくためには、人間による餌付けは必要ありません。

対応レベル 発生状況 発生地周辺（発生地から半径 10km以内を基本）
対応レベル１ 通常時 －
対応レベル２ 国内発生時（単発時） 野鳥監視重点区域に指定対応レベル３ 国内複数箇所発生時
対応レベル２または３ 近隣国発生時等 必要に応じて野鳥監視重点区域を指定

問農林整備課　文３階　　（２３）８１２６

次期大田原市総合計画基本計画【前期】（案）に関する
　意見募集（パブリックコメント）の実施結果について

　平成 29年度から平成 33年度までの 5年間を計画期間とする次期大田原市総合計画基本計画【前期】（案）に関す
るパブリックコメントを実施した結果、次のとおりご意見をいただきました。
　提出件数　　１名、１団体／提出意見数　24件
　いただいたご意見の概要とこれに対する市の考え方を公表します。貴重なご意見をありがとうございました。
●公表方法…市ホームページ／政策推進課窓口／湯津上支所窓口／黒羽支所窓口
●公表期間…2月 17日（金）～ 3月 21日（火）
※窓口での閲覧時間は、平日午前 8時 30分～午後 5時とします。市ホームページへの掲載は当面の間継続します。
問政策推進課　A２階　　（２３）８７０１

市民課からのお知らせ

窓口案内機を設置しました

マイナンバーカードで各種証明書が発行できる店舗などを拡大しました

　市民サービスの向上と業務の効率化を目的として、本庁市民課に窓口案内機が設置されました。窓口案内機は、
窓口手続き時に整理券を発行することにより窓口の混雑を解消します。

　これまで、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルＫサンクスに限られていたコンビニ交付
について、市と提携する事業者を拡大したことにより、機器の設置された全国のコンビニエンスストア等であれ
ば、住民票・印鑑登録証明書・所得証明書・住民税決定証明書を取得することができるようになりました。

問市民課　A１階　　（２３）８７５２
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確定申告／市民税・県民税申告のご案内

　平成 28年分の確定申告（市県民税申告も含む）から、申告をされる方の個人番号（マイナンバー）の記載が必
要になります。
　申告の際、申告者の本人確認が必要となりますので、次の①②いずれかの書類の組み合わせをお持ちくださ
い。市の申告相談会場で申告をされる方は、申告の際に確認書類のコピーが必要になりますので、あらかじめ
ご準備の上会場にお越しください。

　また、申告者ご本人の個人番号（マイナンバー）以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者についても、
個人番号（マイナンバー）の記載が必要です。なお、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者については、番号
確認書類および身元確認書類を添付する必要はありません。
問税務課　　（２３）８７２５

本　人　確　認
組み合わせ 個人番号の確認 身元の確認

① 個人番号カードの裏面 個人番号カードの表面

② 通知カードまたは
住民票（個人番号が記載されたもの）

次の書類から 1点
・運転免許証　・パスポート

・公的医療保険の保険証（被保険者証）
・年金手帳　など

個人番号（マイナンバー）の記載が始まります

平成28 年分　確定申告／市民税・県民税申告日程

期　日
大田原地区 黒羽・湯津上地区

場　所 午前の部
8:30 ～ 11:30

午後の部
13:00～ 16:00 場　所 午前の部

8:30 ～ 11:30
午後の部

13:00 ～ 16:00

２
月

14 日㊋ 野崎地区
公民館
（野崎研修
　センター）

下石上・野崎
須賀川出張所

須佐木
15日㊌ 上石上 薄葉・平沢 川上・南方 須賀川・雲岩寺
16日㊍ 薄葉 須賀川
17日㊎

佐久山地区
公民館

佐久山

湯津上支所

北滝 片田
20日㊊ 佐久山 大神 亀久 矢倉・蛭田
21日㊋ 福原 福原・藤沢 蛭田
22日㊌ 親園地区

公民館
（農村環境改
善センター）

親園 親園・荻野目 湯津上・小船渡 湯津上
23日㊍ 花園 実取 湯津上
24日㊎ 滝沢・滝岡 宇田川

両郷出張所
（両郷地区
コミュニティー）

久野又 中野内
27日㊊

金田北地区
公民館

中田原 両郷・川田 河原

28日㊋ 中田原・町島
荒井・岡

戸野内・練貫
乙連沢 大輪 寺宿・木佐美

大久保

３
月

１日㊌ 市野沢 今泉・羽田
黒羽支所

堀之内 黒羽田町
２日㊍ 富池 小滝 前田 前田・八塩
３日㊎

金田南地区
公民館

北金丸 北金丸・奥沢 北野上

６日㊊ 南金丸 南金丸・上奥沢
赤瀬

湯津上支所

狭原 佐良土

７日㊋ 倉骨 鹿畑・北大和久 佐良土
８日㊌

大田原東地区
公民館

富士見 山の手・城山 蛭畑
９日㊍ 紫塚 元町・新富町 新宿・片府田 片府田
10日㊎ 末広 中央・本町

黒羽支所

黒羽向町
13日㊊ 美原 美原・住吉町 余瀬 大豆田
14日㊋ 浅香 浅香・若松町 蜂巣 桧木沢
15日㊌ 若草 若草・加治屋 寒井

■大田原税務署で確定申告する場合
●会場…大田原税務署別館
●日時…２月16日（木）～３月15日（水）（※土日祝を除く）
▶受付：午前８時 30分～
▶相談：午前９時～午後５時

※大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合や受付を
早めに締め切る場合があります。

※申告書の作成には時間を要しますので、お早め（午後２
時頃まで）にお越しください。

　　大田原税務署　　（２２）３１１５（自動音声）

詳細は広報おおたわら 1月号をご覧ください。
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